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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

1. 業務の適正を確保するための体制

　取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための

体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容

の概要は以下のとおりであります。

① 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを

確保するための体制

　当社およびグループ会社「企業理念」、「内部統制システムの整備に

関する基本方針」により、法令遵守および社会倫理の遵守を企業活動の

前提としております。また、コンプライアンス委員会を設置し、全従業

員が直接コンプライアンス委員会に報告することを可能とする「ホット

ライン」を設け、コンプライアンス体制を整備しております。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　取締役の職務の執行に係る情報については、文書規程に従い文書また

は電子媒体に記録し保存しております。取締役および監査役は、必要に

応じていつでもこれらの文書、電子媒体を閲覧できる体制を取っており

ます。

③ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ. 定例の取締役会を毎月１回開催し、重要事項の決定並びに取締役の

業務執行状況の監督等を行っております。

ロ. 取締役会の他に経営効率を向上させるために取締役・執行役員・主

要部室長・子会社社長で構成されるグループ経営会議を毎月２回実施

し、業務執行に関する基本的事項および重要事項に係る意思決定を機

動的に行っております。

ハ. 取締役を含む全従業員が共有する中期経営計画を策定し、中期経営

計画に基づく事業部門毎の業績目標と予算の設定を行い、継続的に業

績管理を実施しております。
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④ 会社並びに親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正

を確保するための体制

イ. 子会社においても、グループ会社全体で法令遵守および社会倫理の

遵守を企業活動の前提としております。

ロ. グループ会社各代表取締役は、その管理の進捗状況を定期的に当社

グループ経営会議にて報告しております。

ハ. 当社およびグループ会社各社は、反社会的勢力に対し関係機関との

連携を含め組織全体で毅然として対応し、一切の関係を遮断します。

⑤ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけ

る当該使用人に関する事項

　監査役は、統括経営監査部所属の職員に監査業務に必要な事項を命令

することができることとしております。

⑥ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　監査役より監査業務に必要な命令を受けた職員は、その命令に対し

て、取締役、統括経営監査部長等の指揮命令を受けないこととし、監査

役の職務を補助する使用人の取締役からの独立性を確保するため、人事

異動、人事評価に関する監査役の意見は尊重されます。

⑦ 取締役および使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役

への報告に関する体制

　取締役および使用人は、監査役会に対して法定の事項に加え、当社お

よびグループ会社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、ホ

ットラインによる通報状況およびその内容を速やかに報告する体制を整

備しております。また、当社監査役への報告をしたものが当該報告をし

たことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保する体制を整

備しております。

⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　監査役は、当社の意思決定機関である取締役会並びに経営会議に出席

し、必要に応じて質問をする等その運営・執行状況を直接的に確認して

おります。また、監査役会は各業務執行取締役および重要な各個人から

の個別ヒアリングの機会を設けるほか、代表取締役社長、監査法人それ

ぞれとの間で定期的に意見交換できるようにしております。

　また、監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理については、

監査役の請求等に従い円滑に行う体制を整備しております。
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2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　業務の適正を確保するための体制の運用の状況の概要は、以下のとおり

であります。

① 取締役および使用人の職務の執行について

　当社およびグループ会社における職務執行の状況等の把握について

は、取締役会、グループ経営会議等をはじめとした各種会議を通じて最

適な方法で情報を取得し、取締役および使用人の職務の執行が定款に適

合するよう監督を行いました。

　取締役会においては、社外取締役３名、社外監査役３名を含む14名が

出席し、当事業年度に開催した取締役会にて上程された各議案につい

て、活発な意見交換を行う審議および決議を行っております。また、重

要な業務執行に関する意思決定のみならず、業務執行状況等についての

適切な分析評価といった監督も行い、意思決定機能のみならず監督機能

の実効性確保にも努めております。

② リスクマネジメント体制の構築について

　当社はリスク管理規程に基づき、グループ全体のリスクを網羅的・統

括的に管理し、リスク管理体制を明確にしております。

　また、統括経営監査部はリスク管理状況の監査を実施し、内部調査の

結果を取締役会にて報告いたしました。

③ コンプライアンス体制について

　当社は、コンプライアンス規程・コンプライアンスマニュアルを策定

しており、コンプライアンスの遵守に努めております。また、従業員の

意識を高めるために、誰にでも親しみやすく理解しやすい漫画を社内で

作成し、全従業員に回覧しております。

④ 監査役の職務の執行について

　当事業年度において、監査役会を12回開催し、経営の妥当性、効率

性、コンプライアンスに関して幅広く意見交換、審議、検証し、適宜経

営に対して助言や提言を行いました。また、監査役は、取締役会や経営

会議等の重要な会議に出席をし、取締役の職務執行について厳正な監視

を実施いたしました。
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( 2024年10月１日から )2025年９月30日まで
（単位：百万円）

区 分
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

2024年10月１日残高 2,660 2,886 34,136 △2,049 37,634

剰 余 金 の 配 当 △970 △970

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

5,246 5,246

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

譲渡制限付株式報酬 4 7 11

業績連動型株式報酬 － － －

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

－

連結会計年度中の変動額合計 － 4 4,276 7 4,287

2025年９月30日残高 2,660 2,890 38,412 △2,042 41,921

区 分
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

退職給付に係る
調 整 累 計 額

その他の包括利
益 累 計 額 合 計

2024年10月１日残高 117 121 239 38 37,911

剰 余 金 の 配 当 △970

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

5,246

自 己 株 式 の 取 得 △0

譲渡制限付株式報酬 11

業績連動型株式報酬 －

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

118 93 212 5 217

連結会計年度中の変動額合計 118 93 212 5 4,505

2025年９月30日残高 236 215 451 43 42,416

連結株主資本等変動計算書

　（注）百万円未満の端数は切捨てて表示しております。
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の数………………２社

連結子会社の名称……………彩裕フーズ㈱、マミーサービス㈱

②　非連結子会社の名称…………該当事項はありません。

(2) 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

市場価格のない株式等…移動平均法による原価法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品…………………………生鮮食品は最終仕入原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）

生鮮食品を除く店舗の商品は売価還元法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）

生鮮食品を除く物流センターの商品は移動平均法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

………………定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設

備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属

設備及び構築物については、定額法を採用しております。

無形固定資産（リース資産を除く）

………………定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における

利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
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リース資産…………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を

採用しております。

③　重要な引当金の計上基準

貸倒引当金…………………売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

賞与引当金…………………従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のう

ち当連結会計年度の負担額を計上しております。

役員退職慰労引当金………役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末

要支給額を計上しております。

④　その他連結計算書類の作成のための重要な事項

　(1) 重要な収益及び費用の計上基準

イ．商品の販売に係る収益認識

当社グループの顧客との契約から生じる収益は、主に店舗における商品の販売に

よるものであり、これら商品の販売は、顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識

しております。

なお、商品の販売のうち、当社グループが代理人に該当すると判断したものにつ

いては、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額

で収益を認識しております。

ロ．ポイント制度に係る収益認識

当社は、商品の販売時に自社ポイントを付与するサービスの提供は、付与したポ

イントを履行義務として識別、将来の失効見込み等を考慮して履行義務に配分した

取引価格を契約負債として収益から控除して繰り延べ、顧客のポイント利用に従い

収益を認識しております。商品の販売（収益の計上）を伴わないポイント付与は、

将来利用されると見込まれる金額を費用としております。

なお、販売時に他社ポイントを付与するサービスの提供については、付与したポ

イントに係る他社への支払額を控除して収益を認識しております。

ハ．回数券に係る収益認識

当社グループは、その他事業（温浴事業）において発行した回数券を履行義務と

して識別し、回数券が使用された時点で収益を認識しております。

　(2) 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付債務に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

イ．退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に

帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
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ロ．数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（８年）による定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌連結会計年度から費用処理しております。

ハ．未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理

　未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の

上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計

上しております。

ニ．小規模企業等における簡便法の採用

連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る

期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しておりま

す。

　(3)　関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続

について

譲渡制限付株式報酬制度‥‥当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の取締役及

び執行役員に支給した報酬等については、対象勤務期間

にわたって費用処理しております。

２．会計方針の変更に関する注記

（法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月

28日。以下「2022年改正会計基準という。）等を当連結会計年度の期首から適用しておりま

す。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022

年改正会計基準第20-３項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2022年10月28日。以下「2022年改正適用

指針」という。）第65-２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。な

お、当該会計方針の変更による当連結会計年度の連結計算書類への影響はありません。

また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる場合

の連結計算書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用指針を当

連結会計年度の期首から適用しております。

　これによる連結計算書類に与える影響はありません。
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（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 減損損失計上額

有形固定資産 58,242 5

無形固定資産 218 －

投資その他 442 －

合計 58,903 5

３．表示方法の変更に関する注記

（連結貸借対照表）

　前連結会計年度において、「投資その他の資産」の「差入保証金」に含めていた建設協力

金（前連結会計年度3,388百万円）は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より「投

資その他の資産」の「長期貸付金」及び「流動資産」の「その他」に計上しております。

４．会計上の見積りに関する注記

（1）固定資産の減損

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

イ．算出方法

当社グループでは、店舗・賃貸不動産を物件ごとに独立したキャッシュ・フロー

を生み出す最小の単位としてグルーピングしております。減損の兆候については、

営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっている場合や経営環境が著しく

悪化している場合等に減損の兆候がある店舗・賃貸不動産とし、減損の兆候がある

店舗・賃貸不動産については、割引前将来キャッシュ・フローが帳簿価額に満たな

かった場合に、帳簿価額を回収可能価額まで減額することにより減損損失を計上し

ております。回収可能価額は正味売却価額または使用価値により測定しており、使

用価値を算定する場合における割引前将来キャッシュ・フローは翌連結会計年度以

降の事業計画に基づいて算定しております。

ロ．主要な仮定

割引前将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画における主要な仮

定は、売上高、人件費、家賃及び売上総利益率になります。売上高については、前

期実績率や予算達成率を考慮して将来の売上高を見込んでおります。人件費、家賃

については、過年度の削減実績に基づき、店舗ごとに確度の高い削減案を見込む場

合があります。売上総利益率については、過年度の実績をベースとして、全店舗の

売上総利益率等を考慮して見込んでおります。

ハ．翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

減損損失の認識に当たっては、将来の収益性等を慎重に検討しておりますが、将

来予測に関する見積りについては不確実な経営環境の変動等により、回収可能価額

が減少し、翌連結会計年度における減損損失の発生に重要な影響を与える可能性が

あります。
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（単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

資産除去債務 1,130 1,135

（2）資産除去債務

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

イ．算出方法

当社グループでは、店舗及び工場等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等に

つき、有形固定資産の除去に要する将来キャッシュ・フローを見積り、使用見込期

間に対応した割引率で割引いた金額を資産除去債務として計上しております。

ロ．主要な仮定

資産除去債務の見積りの基礎となる主要な仮定は、有形固定資産の除去に要する

将来キャッシュ・フロー及び使用見込期間になります。

有形固定資産の除去に要する将来キャッシュ・フローの見積りは、過去における

原状回復工事の実績額、除去サービスを行う業者等の第三者からの情報等に基づい

ております。使用見込期間は、主に過去の使用実績に基づいて決定しております。

ハ．翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

資産除去債務の履行時期を予測することや将来の最終的な除去費用を見積ること

は不確実性が伴うため、翌連結会計年度に係る連結財務諸表に影響を及ぼす可能性

があります。
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 32,340百万円

(2) 賃貸不動産の減価償却累計額 143百万円

建物及び構築物 473百万円

土地 1,922百万円

借地権 1百万円

投資有価証券 13百万円

計 2,410百万円

買掛金 1,989百万円

短期借入金 4,000百万円

計 5,989百万円

５．連結貸借対照表に関する注記

(3) 担保に供している資産及び担保に係る債務

　　①担保に供している資産

②担保に係る債務

(4) 顧客との契約から生じた契約負債の残高

顧客との契約から生じた契約負債は「その他の流動負債」に含まれております。契約負

債の金額は、連結注記表「７．収益認識に関する注記(3)① 契約負債の残高」に記載して

おります。
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株 式 の 種 類
当連結会計年度期首
株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度末
株 式 数

普 通 株 式 10,796,793株 - - 10,796,793株

合 計 10,796,793株 - - 10,796,793株

決 議 株式の種類
配 当 金
の 総 額

１株当たり
の 配 当 額

基 準 日 効 力 発 生 日

2024年11月12日
取締役会

普通株式 549百万円 55円00銭 2024年９月30日 2024年12月23日

2025年５月９日
取締役会

普通株式 420百万円 42円00銭 2025年３月31日 2025年６月９日

決 議
株式の
種 類

配 当 金
の 原 資

配 当 金
の 総 額

１ 株 当 た り
の 配 当 額

基 準 日 効力発生日

2025年11月14日
取締役会

普通株式 利益剰余金 630百万円 63円00銭 2025年９月30日 2025年12月22日

６．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

(注)当社は、2025年10月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております

が、上記の事項は当該株式分割前の株式数を基準としております。

(2) 配当に関する事項

① 配当金支払額

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度とな

るもの

(注)　当社は、2025年10月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております

が、2025年９月30日を基準日とする配当につきましては、当該株式分割前の株式数を基準とした

金額を記載しております。
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(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針

　当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達してお

ります。

②　金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。

　投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リス

クに晒されております。

　差入保証金は、主に店舗の賃貸契約における敷金及び保証金であります。

　貸付金は土地所有者への建物建設等に伴い預託した資金であります。

　営業債務である買掛金は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。

　リース債務は、主に店舗の出店の際に締結した賃貸借契約に基づくものであり、一

部は変動金利となるため、金利の変動リスクに晒されております。

　長期預り保証金は、当社グループ店舗へ出店しているテナントからの受入敷金・保

証金であり、契約満了時時に返還が必要になります。

③　金融商品に係るリスク管理体制

イ．信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

　当社は、営業債権については、債権管理規程に従い、取引先相手ごとに期日管理及

び残高管理を行うとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図

っております。連結子会社についても、当社の債権管理規程に準じて、同様の管理を

行っております。

ロ．市場リスク(金利等の変動リスク)の管理

　当社は、金利等の変動リスクに対して、長期借入と短期借入を併用管理することに

より、管理を行っております。

ハ．資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

　当社は各担当部署からの報告に基づき、経理部門において適時に資金繰計画を作成

するなどにより、流動性リスクを管理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用

することにより、当該価額が変動することがあります。

７．金融商品に関する注記
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2025年９月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。現金は注記を省略しており、預金、売掛金、買掛金、短期借入金に

ついては短期間で決済されるため時価が帳簿価額と近似することから注記を省略しており

ます。また、市場価格のない株式等は次表に含めておりません。((注１)参照)

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時 価 ( 百 万 円 ) 差 額 ( 百 万 円 )

(1)投資有価証券
　 その他有価証券
　 株式(注１) 488 488 －

(2)差入保証金 6,296 4,496 △1,800

(3)貸付金(注２) 4,034 3,733 △300

資産計 10,819 8,718 △2,101

(1)リース債務(注３) 15,909 15,243 △666

(2)長期預り金 1,267 1,188 △78

負債計 17,177 16,432 △745

区分 連結貸借対照表計上額(百万円)

非上場株式 35

１年以内
１年超

５年以内

５年超

10年以内
10年超

現金及び預金 2,518 － － －

売掛金 4,513 － － －

差入保証金 459 1,006 1,420 3,409

貸付金 369 1,180 1,191 1,292

合計 7,861 2,187 2,612 4,701

(注１)　市場価格のない株式等は、「(1) 投資有価証券　その他有価証券」には含まれて

おりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は、次のとおりであります。

(注２)　「(3)貸付金」には、１年以内回収予定の貸付金に含めて表示しております。

(注３)　「(1)リース債務」には、１年以内返済予定のリース債務を含めて表示しておりま

す。

(注４)　金銭債権の連結決算日後の償還予定額
（単位：百万円）
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１年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超

リース債務 1,317 1,362 1,381 1,401 1,326 9,119

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

　その他有価証券

株式 488 － － 488

（注５）リース債務の連結決算日後の返済予定額

（単位：百万円）

（3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以

下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形

成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格

により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット

以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン

プットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時

価を分類しております。

①　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産
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区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

差入保証金 － 4,496 － 4,496

貸付金 － 3,733 3,733

　　　資産計 － 8,230 － 8,230

リース債務 － 15,243 － 15,243

長期預り保証金 － 1,188 － 1,188

　　　負債計 － 16,432 － 16,432

②　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されて

いるため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

差入保証金

差入保証金の時価は、その将来キャッシュ・フローと国債の利回り等を基に割引現在

価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

貸付金

貸付金の時価は、元利金の合計額と当該債権の残存期間及び信用リスクを加味した利

率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しておりま

す。

リース債務

リース債務の時価は、元利金の合計額と当該債務の残存期間及び信用リスクを加味し

た利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しており

ます。

長期預り保証金

長期預り保証金の時価は、その将来キャッシュ・フローと国債の利回り等を基に割

引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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当連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

期首残高 1,130百万円

時の経過による調整額 4百万円

期末残高 1,135百万円

８．資産除去債務に関する注記

(1)資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

イ．該資産除去債務の概要

主に店舗用土地建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

ロ．当該資産除去債務の金額の算定方法

　有形固定資産の除去に要する将来キャッシュ・フローの見積りは、過去における原状回復

工事の実績額、除去サービスを行う業者等の第三者からの情報等に基づいております。使用

見込期間は、主に過去の使用実績に基づいて決定しております。

　使用見込期間を取得から賃借期間終了日まで（賃借期間は主に20年）と見積り、割引率は

当該使用見込期間に対応する国債の利回りを使用して資産除去債務の金額を計算しておりま

す。

ハ．当該資産除去債務の総額の増減

(2) 資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上していないもの

当社グループは、主に店舗用土地建物の不動産賃貸借契約に基づき、賃借した土地建物

の返還時における原状回復に係る債務を有しておりますが、当該債務の一部については、関

連する賃借資産の賃借期間が明確でなく、将来店舗を閉鎖する予定もないことから、資産除

去債務を合理的に見積ることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計

上しておりません。
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報告セグメント その他

(注）
合計

スーパーマーケット事業

商品の販売（売上高）

その他（営業収入）

191,928

792

461

31

191,390

824

顧客との契約から生じる収益 191,721 493 192,214

契約負債（期首残高） 32百万円

契約負債（期末残高） 30百万円

９．収益認識に関する注記

(1) 収益の分解情報

（単位：百万円）

（注）(1)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、温浴

事業と葬祭事業であります。

(2)連結損益計算書上の営業収入に含まれる顧客との契約から生じる収益以外の収益

は、当連結会計年度において1,475百万円であります。

(2) 収益を理解するための基礎となる情報

「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等　(4)会計方針に

関する事項　④その他連結計算書類の作成のための重要な事項　(1)重要な収益及び費用

の計上基準」に記載のとおりであります。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

①契約負債の残高

顧客との契約から生じた契約負債の期首残高及び期末残高は、以下のとおりであります。

連結貸借対照表上、契約負債は「流動負債　その他」に計上しております。契約負債

は、当社グループが付与したポイント及び販売した回数券のうち、期末時点において履

行義務を充足していない残高であります。

②残存履行義務に配分した取引価格

2025年９月30日現在、回数券に係る残存履行義務に配分した取引価格の総額は27百万

円であります。当社グループは、当該残存履行義務について、回数券が使用されるにつ

れて今後１年～２年の間で収益を認識することを見込んでいます。

なお、当初の予想期間が１年以内の契約であるものについては、実務上の簡便法を適

用し、記載を省略しております。
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(1) １株当たり純資産額 847円24銭

(2) １株当たり当期純利益 104円91銭

10．１株当たり情報に関する注記

(注)　当社は、2025年10月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っておりま

す。そのため、当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純

資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。

11．重要な後発事象に関する注記

(会社分割による持株会社体制への移行）

当社は2025年10月１日付にて会社分割を実施し、持株会社体制へと移行いたしました。　

なお、同日付にて当社は「株式会社マミーマート」から「株式会社マミーマートホール　

ディングス」に商号を変更しております。

(株式分割)

2025年８月８日開催の当社取締役会の決議に基づき、次のとおり株式分割を行っておりま

す。

2025年10月１日付で普通株式１株につき５株に分割いたします。

①　分割により増加する株式数

　　普通株式　　　43,187,172株

②　分割方法

　　2025年９月30日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有株式１株につき、

５株の割合をもって分割いたします。
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( 2024年10月１日から )2025年９月30日まで
（単位：百万円）

区 分

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己
株 式

株 主
資 本
合 計

資 本
準 備 金

その他
資本
剰余金

資 本
剰 余 金
合 計

利 益
準 備 金

その他利益剰余金 利 益
剰 余 金
合 計任意積立金 繰越利益剰余金

2024年10月１日残高 2,660 2,856 25 2,881 220 9,161 17,527 26,909 △2,049 30,402

剰 余 金 の 配 当 △970 △970 △970

当 期 純 利 益 4,522 4,522 4,522

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

譲渡制限付株式報酬 4 4 7 11

業績連動型株式報酬 － － － －

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

－

事業年度中の変動額合計 － － 4 4 － － 3,552 3,552 7 3,563

2025年９月30日残高 2,660 2,856 29 2,885 220 9,161 21,079 30,462 △2,042 33,966

区 分
評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計
その他有価証券評価差額金 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

2024年10月１日残高 117 117 30,520

剰 余 金 の 配 当 △970

当 期 純 利 益 4,522

自 己 株 式 の 取 得 △0

譲渡制限付株式報酬 11

業績連動型株式報酬 －

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

118 118 118

事業年度中の変動額合計 118 118 3,682

2025年９月30日残高 236 236 34,202

株主資本等変動計算書

　（注）百万円未満の端数は切捨てて表示しております。
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記等

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式…………………移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

市場価格のない株式等…移動平均法による原価法

②　棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品…………………………生鮮食品は最終仕入原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）

生鮮食品を除く店舗の商品は売価還元法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）

生鮮食品を除く物流センターの商品は移動平均法による原

価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

…………………定率法

ただし、1998年４月１日以後に取得した建物（建物附属設

備を除く）並びに2016年４月１日以後に取得した建物附属

設備及び構築物については、定額法を採用しております。

無形固定資産（リース資産を除く）

…………………定額法を利用しております。なお、自社利用のソフトウエ

アについては、社内における利用可能期間（５年）に基づ

く定額法によっております。

リース資産……………………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を

採用しております。

長期前払費用…………………定額法
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(3) 引当金の計上基準

賞与引当金……………………従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のう

ち当事業年度の負担額を計上しております。

退職給付引当金………………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退

職給付債務の見込額に基づき計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業

年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算

定式基準によっております。

数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（８

年）による定額法により按分した金額をそれぞれ発生の

翌事業年度から費用処理しております。

役員退職慰労引当金…………役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末

要支給額を計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①重要な収益及び費用の計上基準

　イ．商品の販売に係る収益認識

当社の顧客との契約から生じる収益は、主に店舗における商品の販売によるものであ

り、これらの商品の販売については、顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識してお

ります。

なお、商品の販売のうち、当社が代理人に該当すると判断した取引については、顧客

から受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識して

おります。

　ロ．ポイント制度に係る収益認識

当社は、商品の販売時に自社ポイントを付与するサービスの提供は、付与したポイン

トを履行義務と識別、将来の失効見込み等を考慮して履行義務に配分した取引価格を契

約負債として収益から控除して繰り延べ、顧客のポイント利用に従い収益を認識してお

ります。商品の販売（収益の計上）を伴わないポイント付与は、将来利用されると見込

まれる金額を費用としております。

なお、販売時に他社ポイントを付与するサービスの提供については、付与したポイン

トに係る他社への支払額を控除して収益を認識しております。

②退職給付に係る会計処理の方法

　退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、

連結計算書類における会計処理の方法と異なっております。

③関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続につい

て

譲渡制限付株式報酬制度‥‥当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の取締役及

び執行役員に支給した報酬等については、対象勤務期間にわたって費用処理しておりま

す。
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２.会計方針の変更に関する注記

（法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月

28日。以下「2022年改正会計基準という。）等を当事業年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-３項ただし書き

に定める経過的な取扱いに従っております。

なお、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありません。

３．会計上の見積りに関する注記

「連結注記表　３．会計上の見積りに関する注記」に記載した内容と同一であります。

４．表示方法の変更に関する注記

（貸借対照表）

　前事業年度において、「投資その他の資産」の「差入保証金」に含めていた建設協力金

（前事業年度3,388百万円）は、金額的重要性が増したため、当事業年度より「投資その他の

資産」の「長期貸付金」及び「流動資産」の「その他」に計上しております。
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短期金銭債権 1,610百万円

短期金銭債務 2,654百万円

長期金銭債務 6,000百万円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 29,043百万円

(3) 賃貸不動産の減価償却累計額 1,493百万円

建物 447百万円

構築物 26百万円

土地 1,922百万円

借地権 1百万円

投資有価証券 13百万円

計 2,410百万円

買掛金 1,989百万円

短期借入金 4,000百万円

計 5,989百万円

仕入高 24,864百万円

その他の営業費用 1,081百万円

営業取引以外の取引 278百万円

５．貸借対照表に関する注記

(1) 関係会社に対する金銭債権または債務

(4) 担保に供している資産及び担保に係る債務

　　①担保に供している資産

②担保に係る債務

６．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高
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株 式 の 種 類
当事業年度期首
株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当事業年度末
株 式 数

普 通 株 式 796,878株 95株 2,924株 794,049株

合 計 796,878株 95株 2,924株 794,049株

繰延税金資産

賞与引当金繰入限度超過額 178百万円

未払事業税 86百万円

退職給付引当金繰入限度超過額 533百万円

役員退職慰労引当金繰入限度超過額 120百万円

減損損失 820百万円

減価償却超過額 1,102百万円

資産除去債務 356百万円

リース債務 4,989百万円

その他の未払税金 21百万円

その他 375百万円

繰延税金資産小計 8,585百万円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △956百万円

繰延税金資産合計 7,628百万円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △107百万円

資産除去債務に対応する除去費用(有形固定資産） △10百万円

リース資産 △4,777百万円

その他 △256百万円

繰延税金負債合計 △5,151百万円

繰延税金資産の純額 2,476百万円

７．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する注記

（注）１．自己株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるもの95株です。減少は、譲渡制限

付株式報酬としての自己株式の処分によるもの2,924株です。

２．当社は、2025年10月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っておりま

すが、上記の事項は当該株式分割前の株式数を基準としております。

８．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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種類 会社名
議決権等の
所有(被所有)
割 合 (％ )

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

その他の

関係会社
住友商事㈱ 直接21.65％

不動産賃貸借・

役員の受入等

賃 借 料 83 差入保証金 42

敷金の差入 42 － －

属 性
会社等の
名 称

住所
資本金
(百万円)

事 業 の
内 容
ま た は
職 業

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関 係 内 容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社 彩裕フーズ㈱
埼玉県
川越市

50
生鮮食品製造･
加 工 販 売

100.0 兼任2名
当社商品の
製造・加工

当社商品の
製造・加工
(注1)

24,864 未 収 入 金 1,595

短期資金の
借入・返済
(注2)(注3)

4,596 買 掛 金 2,423

利息の支払
(注2)

17
短 期
借 入 金

5,150

賃貸料(注4) 254
未 払
費 用

120

子会社
マミーサービ
ス㈱

埼玉県
さいた
ま市

90
清掃・施設管理
サービス・温浴
事業・葬祭事業

96.0 兼任2名
当社店舗の清
掃・施設管理

当社店舗の
清掃・施設
管理

1,081 未 収 入 金 14

短期資金の
借入・返済
(注2)(注3)

729
未 払
費 用

110

利息の支払
(注4)

2
短 期
借 入 金

850

９．関連当事者との取引に関する注記
親会社及び法人主要株主等

取引条件及び取引条件決定方針等

（注）取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んでおります。

子会社及び関連会社等

取引条件及び取引条件決定方針等

（注）１. 商品の仕入についての取引条件は、双方協議の上決定した価格によっております。

２. 資金の借入については、借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。

３. 取引金額の欄には期中平均残高を記載しております。

４. 賃借料は近隣の取引実勢等に基づき、協議の上決定しております。

５. 取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んでおります。
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(1) １株当たり純資産額 683円87銭
(2) １株当たり当期純利益 90円43銭

10．収益認識に関する注記

(1) 収益の分解情報

連結注記表「７．収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略

しております。

(2) 収益を理解するための基礎となる情報

「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記等　(4)会計方針に関する事項　④その

他計算書類の作成のための重要な事項 (1) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のと

おりであります。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

連結注記表「７．収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略

しております。

11．１株当たり情報に関する注記

(注）当社は2025年10月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っておりま

す。そのため、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産

額及び１株当たり当期純利益を算定しております。

12．重要な後発事象に関する注記

　連結注記表「11.　重要な後発事象に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記

を省略しております。
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海南監査法人
東京事務所

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 溝　口　俊　一

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 秋　　葉　　陽

独立監査人の監査報告書
2025年11月27日

株式会社マミーマートホールディングス

　取締役会　御中

監査意見

　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社マミーマートホールディングス（旧社名株式会社マ

ミーマート）の2024年10月1日から2025年９月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、

連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

株式会社マミーマートホールディングス（旧社名株式会社マミーマート）及び連結子会社からなる企業集団の当該連

結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお

ける当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国

における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫

理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。

強調事項

　重要な後発事象に関する注記（会社分割による持株会社体制への移行）に記載されているとおり、会社は2025年10

月1日付にて会社分割を実施し、持株会社体制へ移行した。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示する

ことにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他

の記載内容に対して意見を表明するものではない。

　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま

た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報

告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

連結計算書類の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を

表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書

類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家

としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手

続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適

切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス

ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性

及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどう

か結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注

記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算

書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査

証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎と

なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠

を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び

査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行

う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じ

ている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容につい

て報告を行う。

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

以　上
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海南監査法人
東京事務所

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 溝　口　俊　一

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 秋　　葉　　陽

独立監査人の監査報告書
2025年11月27日

株式会社マミーマートホールディングス

　取締役会　御中

監査意見

　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社マミーマートホールディングス（旧社名株式会

社マミーマート）の2024年10月1日から2025年９月30日までの第60期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監

査を行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当

該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお

ける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に

おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た

している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項

　重要な後発事象に関する注記（会社分割による持株会社体制への移行）に記載されているとおり、会社は2025年10

月1日付にて会社分割を実施し、持株会社体制へ移行した。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示する

ことにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役

の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載

内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、

そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報

告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

計算書類等の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家

としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手

続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ

適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性

及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどう

か結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注

記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類

等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査

証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

かどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる

取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行

う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じ

ている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容につい

て報告を行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監 査 報 告 書

　当監査役会は、2024年10月１日から2025年９月30日までの第60期事業年度の取締役の職

務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を

作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況

及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執

行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務

の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情

報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しま

した。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行

状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧

し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の

交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること

を確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業

務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及

び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基

づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人

等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて

説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視

及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を

受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行

が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に

掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従っ

て整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並び

に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結

注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告
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2025年11月27日

常勤監査役 石　黒　一　広 ㊞
社外監査役 佐　世　　　芳 ㊞
社外監査役 岩　崎　厚　宏 ㊞
社外監査役 池　原　元　宏 ㊞

２．監査の結果

　(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示

しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大

な事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。ま

た、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執

行についても、指摘すべき事項は認められません。

　(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人海南監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人海南監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

株式会社マミーマートホールディングス 監査役会

　

以　上
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